
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年も９月になりました。記帳は順調にできていますか？確定申

告相談時には日々の記帳確認は出来ません。確定申告前に帳簿

の確認をしっかり行う最後のチャンスです。以下の項目に該当する方

はこの相談会に必ずお越しください。 

□複式簿記で記帳している方(手書帳簿・会計ソフト使用) 

※確定申告時に帳簿が完成していないと青色申告特別控除は 

10 万円になります。 

□10 万円以上の事業用資産(車・パソコン・備品等)を購入された方 

□賃貸物件の購入・建替え・大規模修繕等をされた方 

※その年に経費計上できる金額を計算するために減価償却資産の登

録が必要になります。 

開催期間 １１月１日（金）～１２月２０日（金） 

  ※土日祝日はお休み 

予 約 枠 ①9:00  ②10:00 ③11:00 ④13:00 

⑤14:00  ⑥15:00    ※1 コマ 1 時間 

申込開始 11 月開催:１０月１日～ 12 月開催:11 月 1 日～ 

会  場 事務局２階 

※予約優先で行っておりますので予約をされない方のご相談は、お断り

させていただく場合がございます。事前予約をお勧めいたします。 

また上記の開催期間前の日時もご相談を受け付けております。 

※マスクの着用は個人の判断とさせていただいておりますが熱がある等

の健康に不安がある場合はご予約の変更をお願いいたします。 

 

予約・お問合せは、事務局までご連絡をお願いします。 

（電話番号：044－211- 0141） 
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【開催日・予約枠・申込期間】 

開催日 予約枠 申込期間 
ｷｬﾝｾﾙ連絡 

締切 

10月 6日(日) ① 9:00 ②10:00 ③11:00 9月 12日～9月 30日 10月 3日 

11月 2日(土) ① 9:00 ②10:00 ③11:00 10月 1日～10月 28日 10月 30日 

12月 1日(日) ① 9:00 ②10:00 ③11:00 11月 1日～11月 26日 11月 28日 

【会 場】 青色申告会事務局２階 

【申 込】 ０４４－２１１－０１４１(土日祝日はお休み) 

【注意点】 ※予約がない場合は中止となります。 

      ※予約をされない方のご相談はお断りさせていただきます。 

      ※当日キャンセル、無断欠席の場合は次回以降の休日相談会の予約

が出来ません。 

      ※開催日当日の電話対応はいたしかねます。 

確定申告前に入力内容の確認をしっかり行う事が大切です。確定申告

時に６５万円控除の帳簿が完成していないと青色申告特別控除は 10 万

円になります。(確定申告相談時のデータ確認は出来ません。) 

今年１度もデータ確認をされていない方、ご不明点がある方は、必ず

お越しください。 

開催期間 １0 月１日（火）～10 月 31 日（木） ※土日祝日はお休み 

予 約 枠 ①9:00 ②10:00 ③11:00 ④13:00 ⑤14:00 ⑥15:00 

会  場 事務局２階 

※予約優先で行っておりますので予約をされない方のご相談は、お断りさせていただく場
合がございます。また上記期間以外の日時もご相談を受け付けております。 

予約・お問合せは、事務局までご連絡をお願いします。 
（電話番号：044－211- 0141） 
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